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定期監査の結果に対する措置の通知の公表について 

 

 

 次のとおり監査結果に対する措置の通知がありましたので、地方自治法第１９９条第１２項及び 

八尾市監査委員条例第８条の規定により公表します。 

 

 

  平成３０年３月２日 

 

                          八尾市監査委員  田 中  清    

                             同     八 百 康 子   

                             同     小 湊 雅 子   

                             同     谷 沢 千賀子   

                             同     大 星 なるみ   

 

  

記 

 

１ 措置の通知 

   平成２５年度定期監査（健康福祉部）の結果に対する措置 

    平成３０年２月２３日付け 八地地第１９８号 

    平成３０年２月２３日付け 八健推第１７７５号 

   平成２６年度定期監査（建築都市部）の結果に対する措置 

    平成３０年２月２２日付け 八建政第４０９号 

   平成２６年度定期監査（水道局）の結果に対する措置 

    平成３０年２月２２日付け 八水経第２５３号 

   平成２７年度定期監査（経済環境部）の結果に対する措置 

    平成３０年２月２２日付け 八経産産第１２４号 

   平成２８年度定期監査（学校教育部）の結果に対する措置 

    平成３０年２月２３日付け 八教学学第２５４号 

   平成２８年度定期監査（学校園）の結果に対する措置 

    平成３０年２月２６日付け 八教総人第１１７０号 

 

２ 問合せ先 

   八尾市本町一丁目１番１号 

    八尾市監査事務局 

     電話番号 072－924－3896（直通） 

 

３ その他 

   措置の通知については、市役所３階の情報公開室及び八尾市ホームページで閲覧できます。 

  



平成28年度実施学校園定期監査の結果に対する措置等の内容 

 

指 摘 事 項 
本通知時までに講じた 
措置又は改善方針等 

H29.3.23までの取組等の内容 

６ 学校徴収金等の取扱い

に係る事務について 

 ⑴ 出納を行うための預

金口座において、過年

度の残金が毎年繰り越

されているものがあっ

たので、管理する預金

口座の状況を確認し、

適切な事務処理を行う

こと。 

措置
状況 

１．措置済(平成29年4月6日) 
措置
状況 

２．措置予定 

 預金口座における過年度の残金に

ついて、全学校を調査し、過年度の

残金が繰り越されているものがあっ

た学校については、適切に処理を

行いました。 

 また、今後の事務処理の適切な

実施のため、全学校園に周知を図

りました。 

 指摘のあった預金口座における過

年度の残金については、教材費に係

る収入として繰り入れる等の処理を

平成29年3月17日までに行いまし

た。 

 また、全学校を調査し、過年度の

残金が繰り越されているものがあっ

た学校については、同月末日まで

に適切な処理を行う予定です。 

 ⑷ 会計責任者は各学期

末日における預金通

帳、金銭出納簿、証拠

書類を照合して預金

(現金)の確認を行うと

ともに、監査委員2名

以上を選任して毎年1

回校内会計監査を実施

することとされている

が、いずれも実施され

ていなかったことから、

適切な学校徴収金の管

理体制等を構築するこ

と。 

措置
状況 

１．措置済(平成29年4月6日) 
措置
状況 

２．措置予定 

 会計責任者による学期末日にお

ける預金通帳、金銭出納簿及び証

拠書類の照合並びに預金の確認と

監査委員による校内会計監査を実

施しました。 

 また、今後の適切な学校徴収金

の管理体制等の構築のため、改め

て、全学校園に周知を図りました。 

 監査委員を平成28年9月14日に選

任しました。 

 また、会計責任者による学期

末日における預金通帳、金銭出

納簿及び証拠書類の照合並びに預金

の確認と監査委員による校内会

計監査を平成29年3月末日までに実

施する予定です。 

 教育委員会において、学

校現場における現金取扱い

の安全性とその効率性を確

保した事務処理のあり方に

ついて改めて検討されたい。 

措置
状況 

１．措置済(平成29年4月6日) 
措置
状況 

３．検討中 

 学校現場における現金取扱いの

現状や取組に関して全学校に対し

調査を行い、問題点や課題等を集

約したところ、適正に処理されて

おりました。 

 また、全学校園に対して、今一

度、｢八尾市学校徴収金等取扱要

綱｣等を確認し、今後とも、会計

処理の適正・透明化を図る観点か

ら点検をし、事務処理を行うよう

周知を図りました。 

 学校現場における現金取扱いに

ついては、八尾市学校徴収金等取扱

要綱等を定めて運用を行っており、

現在、教育委員会においてその現状

や取組に関して全学校に対し調査を

行い、問題点や課題等を集約して

いるところです。 

 その結果も踏まえ検証を行い、学

校現場における現金取扱いの安全

性とその効率性を確保した事務処

理のあり方について検討を行ってま

いります。 

 


